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� は じ め に

「完全参加と平等」をテーマとして１９８０（昭和５５）年に開催された国際障害者年以降、我が国
においても障害者とりわけ知的障害者の社会参加は確実に増加してきている。障害者の社会参
加はノーマライゼーション（Normalization）理念の普及を意味しており、歓迎すべきことである
が、一方で労働や賃金をめぐる新たな諸課題のほかに刑法上の事件に巻き込まれて、被害者や
加害者の立場から裁判所の判断を求める事例もまた増加してきている。その場合、言葉や文字
の読み書き能力や理解力に発達障害がある知的障害者に対しては有効で適切な特別の制度的支
援が必要である。この支援が不十分であるならば、「何人も、裁判所において裁判を受ける権
利を奪はれない」と明記されている憲法第３２条をはじめ、人権擁護が規程されている関連法規
の主旨が生かされているとはいえない。刑法上の裁判を受ける場合、被害者の立場であれば被
害届け、告訴、法廷という流れがあり、加害者の立場であれば逮捕、取り調べ、起訴、法廷と
いう流れがある。この間に公的機関としては警察、検察、裁判所が介在し、もちろん弁護士の
役割も重要である。この司法の場における一連の流れの中で、言語や知的な面で発達障害を伴
っている知的障害者が特別な保護を受けることができる制度は確立されていない。そのために
新受刑者のうち知能指数が６９以下（テスト不能者を含む）の者が２８％（平成１２年度）を占めるとい
う結果を招いている。（表・１）
障害者施策においてもバリアフリー（Barrer�Free）は重要なキーワードとして取り上げられて

おり、その意味は「障害のある人が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去す
るという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多
いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除
去という意味でも用いられる。」�と説明されている。ここに示されている社会的、制度的障壁
の除去という立場から知的障害者が刑法上の被害者や加害者として裁判所の判断を求める立場
に臨んだ場合、そのバリアフリーについて裁判事例を通して考察を試みることが本稿の課題で
ある。
この課題に対しては司法福祉等の分野で知的障害者のみならず、すべての障害者や高齢者に

とって司法の場には多くのバリアが存在しているとの指摘がされているにもかかわらず、先行
研究は少なく、その多くは今後に委ねられているのが現状である。
なお、我が国の知的障害者数は平成１２年の調査結果で、４５万９，１００人（１８歳未満・１０万２，４００
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人、１８歳以上・３４万２，３００人、年歳不祥・１万４，４００人）と推計されており、この数値は前回調
査（平成７年）時の４１万３，０００人と比べて４万６，１００人、１１．１％増加している。�

� 知的障害者の定義

司法の場におけるバリアフリーについての考察にあたり、まず知的障害者の定義を明らかに
しておきたい。
１ 我が国の定義

� 障害者基本法
第２条で、「この法律において『障害者』とは、身体障害、知的障害又は精神障害（以下「障

害」と総称する。）があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者を
いう。」と定義されている。一方、警察庁の刑法犯の統計では、「精神障害者とは精神分裂病、
中毒性精神病者、知的障害者、精神病質者及びその他の精神疾患を有する者」とされており、
具体的な障害名は精神分裂病、そううつ病、てんかん、アルコール中毒、覚せい剤中毒、知的
障害、精神病質、その他の精神障害」に区分されている�。つまり、警察庁の統計上では知的
障害者も精神障害者の中に含まれているとの主旨である。

� 障害者の雇用の促進等に関する法律
第２条で、「身体又は精神に障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、

又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。」�とされている。また、同法施行規則第１

表１ 新受刑者の知能指数

総 数 ４９以下 ５０～５９ ６０～６９ ７０～１２０ テスト不能

平成

８年

総数 ２２，４３３ １，１７８ １，６５４ ３，０４２ １５，８８４ ６７５

男 ２１，３６２ １，０９６ １，５８１ ２，９０３ １５，１９２ ５９０

女 １，０７１ ８２ ７３ １３９ ６９２ ８５

９年

総数 ２２，６６７ １，０９７ １，６８８ ２，８７８ １６，３１１ ６９３

男 ２１，５１７ １，０２２ １，５９４ ２，７３６ １５，５６２ ６０３

女 １，１５０ ７５ ９４ １４２ ７４９ ９０

１０年

総数 ２３，１０１ １，１２３ １，６２３ ３，０７９ １６，０７３ １，０２３

男 ２１，９０２ １，０５１ １，５４３ ２，９４４ １５，２６９ １，０９５

女 １，１９９ ７２ ８０ １３５ ８０４ １０８

１１年

総数 ２４，４９６ １，０５８ １，６８７ ３，０６８ １７，１２５ １，５５８

男 ２３，２８９ ９８９ １，６１１ ２，９１９ １６，３３３ １，４３７

女 １，２０７ ６９ ７６ １４９ ７９２ １２１

１２年

総数 ２７，４９８ １，２４９ １，７５４ ３，４０２ １９，７４４ １，３４９

男 ２６，０３０ １，１６１ １，６６６ ３，２４４ １８，７３２ １，２２７

女 １，４６８ ８８ ８８ １５８ １，０１２ １２２

（注）１ 数値は矯正協会作成の心理測定検査（CAPAS）によるIQ相当値。

２ 「テスト不能」には知能検査未了の者及び知能が低く検査不能の者を含む。

３ 法務省『第１０２矯正統計年報』平成１２年より作成。
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条の２においては、「法第２条第４号の労働省令で定める知的障害がある者（以下「知的障害
者」という。）は、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定
医又は法第９条の障害者職業センターにより知的障害があると判定された者とする。」とされ
ており、さらに重度知的障害者については同条第３項で「法２条第５号の労働省令で定める知
的障害の程度が重い者は、知的障害者判定機関により知的障害の程度が重いと判定された者と
する。」とされている。

� 療育手帳制度
１９７３（昭和４８）年９月、当時の厚生省事務次官通知として出された「療育手帳制度について」
の中の「療育手帳制度要綱」では、１８歳以上の者の重度判定については「昭和４８年７月３日児
童第４２２号児童家庭局長通知の１に該当する程度の障害であって、日常生活において常時介護
を要する程度のもの」�と説明されている。

� 学校教育
学校教育における知的障害者の説明は、１９７８（昭和５３）年に出された「文部省初等中等教育局

長通知」に見ることができる。それによれば、「知的発達の遅滞の程度が中度以上のものとは、
重度の知的障害及び中度の知的障害を指し、重度の知的障害とは、ほとんど言語を解さず、自
他の意思の交換及び環境への適応が著しく困難であって、日常生活において常時介護を必要と
する程度の者で、知能指数（以下「IQ」という）による分類を参考とすれば２５ないし２０以下の
もの。中度の知的障害者とは、環境の変化に適応する能力が乏しく、他人の助けによりようや
く身辺の事柄を処理することができる程度のもの（IQ２０ないし２５から５０程度）をいう。知的発
達の遅滞の程度が軽度のものとは、軽度の知的障害を指し、軽度の知的障害とは、日常生活に
差し支えない程度に身辺の事柄を処理することができるが、抽象的な思考は困難である程度の
もの（IQ５０から７５の程度）をいう」�とされている。
以上、概観したように我が国における知的障害の定義は障害者基本法に示されている。しか

し、その具体的な内容においては他の法律や通知によってそれぞれに数値が示されていないだ
けに若干の相違点があるようにも受け取れる。唯一、数値で示されているのは１９７８（昭和５３）年
に文部省（当時）から出された「初等中等教育局長通知」のみである。

２ 国際的な定義

� 世界保健機構
１９８０（昭和４５）年に策定された世界保健機構（World Health Organization）による国際分類疾病
分類では、インペアメント（Impairments）、ディスアビリティ（Disabilities）、ハンディキャップ
（Handicaps）に区分されている。「インペアメントとは、身体的・知的もしくは感覚的な障害
である。ディスアビリティとは、人々に生じているさまざまな機能の障害である。ハンディキ
ャップとは、他人と同等の水準で地域社会の生活に参加する機会の喪失もしくは制限されるこ
とである。」	とされている。

� 障害者の権利に関する宣言
１９７５（昭和５０）年の国連総会で決議された「障害者の権利に関する宣言」では、「障害者（Dis-

abled Person）とは、先天的か否かにかかわらず、身体的もしくは精神的能力における障害の結
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果として、通常の個人生活と社会生活の両者もしくは一方の必要性を彼自身もしくは彼女自身
では全面的にもしくは部分的に満たすことができない人を意味する。」
とされている。

� 米国精神遅滞学会
１９９２（平成４）年に策定されたAAMR（American Assocationon Mental Retardation）では、「精
神遅滞は、現在の機能が実質的に制約されていることであり、１８歳以前に発症する。具体的に
は、知的機能が有意に平均以下であることを特徴とし、同時に適応スキルの領域で２つ以上、
知的機能と関連した制約をもつ。適応スキルの領域とは、コミュニケーション、身辺処理、家
庭生活、社会的スキル、コミュニティ資源の活用、自律性、健康と安全、実用的学業、余暇、
労働である。」�とされている。

� 知的障害者の裁判をめぐる事例

知的障害者が被害者あるいは加害者になった場合、司法の場ではどのような実態に置かれて
いるかについて事例をもとに考察を進めたい。
１ 被害者の事例

� 茨城県下で発生した暴行・詐欺事件
 事件の概要

この事件は通称アカス事件と称されている。アカス事件とは、茨城県下にある有限会社「ア
カス紙器」の元社長が、特定求職者雇用開発助成金�の不正受給や知的障害者である従業員の
障害者年金詐欺、さらに従業員に対して会社や従業員寮内において日常的にさまざまな暴力や
暴言、女性従業員に対する性的暴行等を加えていた人権侵害事件である。この会社は、全従業
員の８割に相当する２７人が知的障害者で、そのうち２４人が従業員寮で生活をしていた。元社長
も管理人としてこの従業員寮で生活していた。
事件が判明したのは１９９５（平成７）年１０月のことであった。週末に帰宅した女性従業員（当時

２０歳）の保護者が娘の身体の傷について元社長に電話で確認したところ、暴行を認めたために
水戸警察署に傷害罪で告訴したことがきっかけとなって事件の概要が明らかになった。

� 暴行と虐待の実態
元社長から暴行や虐待を受けた従業員から弁護団が聞き取り調査を実施した結果、生々しい

実態が浮かび上がってきた。例えば、知的障害者である従業員に対して殴る、蹴るの暴行はも
とより、コンクリートの床に正座させて石をひざの上に積み上げる、手錠をかける、階段にく
くりつける等の虐待行為を繰り返していたこと、女性に対する性的虐待は寮の中で行われてい
たことも明らかになった。
暴行や虐待の実態についてある男性従業員は、「社長は、私の顔や左の耳を最初は拳骨で、

そのうちスリッパで数えきれないほど殴りました。さらに、社長は野球用の木のバットで私の
左耳を２、３回と足を５回ほど横殴りに強く打ちすえました。血がたくさん出ました。本当に
殺されると思いました。殴られた場所は仕事場でした。」�と語っている。また、ある女性従業
員は寮における性的虐待について、「私は、社長にたくさんひどいことをされました。裸にさ
れて、いやだったのに強引にセックスをさせられました。抵抗すると足を蹴られたり腰を拳骨
で叩かれたり、拳骨で殴られたりしました。暴力を振るわれるのでどうしようもありませんで
した。社長は毎晩お酒を飲みに出て、深夜に帰ってきて寝ている私を起こしてこのようなこと
をしました。」�と語っている。
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� 裁判の結果
この事件では暴行で１８件が告訴されたが、そのうち３件が起訴され、１５件は証拠不十分のた

め不起訴となった。警察署での事実確認においても裁判の過程においても知的障害者の証言の
多くは取り入れられなかった。
１９９７（平成９）年３月８日、水戸地方裁判所は元社長である被告人に懲役３年執行猶予４年の
判決を言い渡した。

� 愛知県下で発生した養護学校生体罰事件
 事件の概要

この事件は１９８８（昭和６３）年９月に、名古屋市立の養護学校に在学していた原告（当時１７歳）が
同校の教師から体罰を加えられたとして同年１１月に名古屋市を被告として、同市に対して治療
関係費及び慰謝料として９０万１，０００円の損害賠償を求めて提訴した事件である。

� 裁判における争点
原告である知的障害者の供述に信憑性があるか否かが問われた。それは「体罰が発生した日

の昼休みの時間に、原告は担任の教師に男子更衣室に連れて行かれ、そこで眼を押され、性器
を握られるという暴行を受け、右眼に結膜下出血の傷害を負った。この事件の目撃者はなく、
密室で原告と教師の二人だけであった。」�という状況だったからである。
原告の言葉や身ぶり手ぶりなどから体罰の具体的な様子を知った保護者は、学校側に対して

事実の確認と説明を求めた。しかし学校側は、担当の教師が否定しているから暴行の事実があ
ったとは考えられないとして、体罰そのものを否定した。
法廷の場における知的障害者の証言に信憑性が認められるか否か、この一点が一審（名古屋

地方裁判所）、控訴審（名古屋高等裁判所）、そして最高裁判所においても争点となった。
� 裁判の結果

１９９３（平成５）年６月に出された一審判決では原告の主張が認められた。原告の供述の信憑性
について判決文は「原告の記憶力自体は、被告が主張するように長期間記憶を保存することが
困難な程度であるとはいえず、自己の体験に基づく具体的な事実は長時間にわたってその記憶
を保存することも十分に可能であるというべきである」�として原告側の主張を認め、被告に
対して損害賠償を支払うよう命じた。
１９９６（平成８）年１１月、控訴審判決では一審の判決が取り消されて被告側の主張が認められた。
判決文は「本件体罰前後の補助参考人の行動、被控訴人と補助参考人とのやりとり等、細部に
わたる情景描写がなされているとは言い難いものがあり、したがって、それだけでは補助参考
人の本件体罰に至る背景や動機を解明する手掛かりとしては十分ではない。」�として原告の主
張を退けた。
１９９９（平成１１）年１１月、最高裁判所は控訴を棄却し、原告の敗訴が確定した。

２ 加害者の事例

� 東京都下で発生した放火容疑事件
 事件の概要

１９９７（平成９）年５月２２日の深夜、東京都下にある知的障害者通所授産施設の普段は火の気が
ない物置から出火し、その日の早朝、この施設に通っている男性（５６歳）が放火容疑で地元の警
察に逮捕され、同年の１０月１６日、建造物等以外放火罪で東京地方裁判所八王子支部に起訴され
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たという事件である。
当時、この地域では放火と思われる火災が頻繁に発生しており、地元の警察や消防そして地

域住民も特別警戒中の出来事であった。
逮捕、起訴されたこの男性は事件が発生した２年前の１９９５（平成７）年４月、同授産施設に入

所するために各種の検査を受けていた。その概要は次の通りである。�

・東京都心身障害福祉センターによる障害判定結果
障害は中度の精神薄弱。精神薄弱更正施設、授産施設への入所が適当である。

・精神科医による医学的判定結果
傷病名―精神発達遅滞、現在所見―中度MR。
所 見―行動面で慎重、真面目、働き者、なれない場所ではあまり話さない、拒否的な表

示は出しにくい人。
・心理担当者による判定結果
精神薄弱の程度―中度、知的能力―IQ４０程度（鈴木ビネー式）、意思表示―場面緘黙の傾

向、日常行動―特に問題なし、作業力―指導の下での単純作業は可。視
力―測定不能。

� 裁判における争点
本件は、取り調べ段階における自白調書の内容に信憑性が認められるか否かが最大の争点と

なっている。
この男性は、出火時刻に出火場所から６００メートルほど離れた場所を歩いていて、警察官か

ら職務質問を受けた際に、所持品にライターがあったという理由で任意同行を求められ、取り
調べの結果、犯行を自供したために放火容疑で逮捕された。逮捕されたこの男性は担当の弁護
士に対して次のように語っている。「火をつけたと言った。最初はやっていないと言った。や
ったと言った。火をつけたと言ったから、家に帰れると言われた。明日、帰れるよと言われた」。
確認のために弁護士が「火をつけたの？、火をつけていないの？」と問い掛けると「火をつけ
た、本当はつけていない」�と答えている。
自白以外に物的証拠や目撃者はなく、自白の信憑性が争点となっている。

� 裁判の経過
１９９９（平成１１）年７月９日、一審（東京地方裁判所八王子支部）は懲役１年８月の実刑判決を言
い渡した。
２０００（平成１２）年７月２９日、控訴審（東京高等裁判所）は控訴を棄却した。
本件は２００３（平成１４）年９月現在、最高裁判所で審理中である。

� 静岡県下で発生した放火・殺人事件
 事件の概要

２０００（平成１２）年４月４日、知的障害のある男性（４０歳）が静岡県下にある自宅に放火して母親
（７６歳）を焼死させたとして、現住建造物放火及び殺人の容疑で逮捕され、現住建造物放火罪
で静岡地方裁判所に起訴されたという事件である。
この男性が居住している町の福祉担当者による障害判定は中度の知的障害で、IQは４３であ

った。事件の背景としては、トンネル道路工事による騒音と振動によって精神的変調を来した
ことが原因ではないかと指摘されている。�トンネル道路工事とは、�中部電力が浜岡原子力
発電所の変電所を建設するために資財を運ぶための県道バイパスを造るためのものである。こ
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の男性の自宅の地下が工事区間に該当していた。
� 裁判における争点

検察側はこの男性を放火罪で起訴しているが、弁護側はこの男性の放火ではなく、我が子の
失業と精神的変調に母親自身も疲労が極限に達していたために、母親が放火して無理心中を図
ったのではないかと推測している。その根拠として、担当の弁護士はＫさん（放火容疑で起訴
されている男性）との接見を通して「Ｋさんには放火の意思も殺人の意思もなかったとの確か
な感触を得た」�としている。
この男性は放火と殺人の容疑で逮捕されたが起訴されたのは放火罪のみである。しかしその

放火容疑も自白のみで物的証拠も目撃者も存在していないだけに裁判所の判断が注目されてい
る。

� 裁判の経過
２００３（平成１５）年９月現在、静岡地方裁判所において審理中である。

� 考 察

１ 裁判事例に関する考察

� 被害者の事例
茨城県下で発生した、知的障害がある従業員に対する暴行、虐待、詐欺事件の加害者はこの

会社の元社長であった。日々繰り返される暴行、虐待、性的虐待について被害者たちは地元の
社会福祉事務所、職業安定所、労働基準監督署、警察、そして母校である養護学校の教師にも
訴えていた。しかし、いずれの公的機関も被害者たちの叫びに耳を傾けようとしなかったばか
りか事実の確認をも怠っていた。訴えていた内容が不明確、手続きが不十分等がその理由であ
った。働く知的障害者を救済すべき立場にある公的機関がバリアそのものであったことが事件
をより一層深刻化させ、重大化させる結果を招いた。
裁判の過程においても、暴行や虐待を受けた被害内容についてたどたどしく語る知的障害者

たちの悲痛な訴えの多くは取り入れられなかった。それは、証言内容が不明確で整合性にも欠
けていたからである。
審理の結果、被告人に対しては執行猶予の判決が下された。原告や支援者からは、この種の

刑事事件としては軽微に過ぎるという抗議行動があった。
その後、この事件は国会でも取り上げられ、当時の岡野裕労働大臣と小泉純一郎厚生大臣は

関係当局の不手際を認めたうえで謝罪している。�

愛知県下で発生した養護学校生体罰事件では、教師から体罰を受けたという原告の証言に信
憑性が認められるか否かが唯一の争点であった。一審の名古屋地方裁判所は体罰を受けたとい
う証言内容の信憑性を認めた。しかし、控訴審（名古屋高等裁判所）は体罰について細部にわた
る情景描写がなく、体罰に至る背景や動機を解明することはできないとして信憑性を認めなか
った。最高裁判所は上告を棄却したために、本件に関しては知的障害者の証言に信憑性は認め
られないとの結論に至った。
法廷においては知的障害者に対しても、事件発生から何年かが経過した後も当時に遡ってそ

の情景を具体的かつ詳細に説明することが求められているのであり、この説明が不十分と認め
られる限り証言とは認められないのである。

司法の場のバリアフリーに関する一考察

－ ７ －



� 加害者の事例
東京都下で発生した放火容疑事件は、知的障害のある男性が火災の発生現場から６００メート

ルほど離れた場所で警察官から職務質問を受けた際、所持品にライターがあったという理由で
任意同行を求められ、取り調べの結果、放火を自供したために逮捕、起訴されたという事件で
ある。
本件は物的証拠も目撃者もなく、証拠は本人の自白のみである。したがって、この自白調書

の内容に信憑性があるか否かが最大の争点となっている。自白調書は警察官と知的障害がある
容疑者の二人だけという関係のもとで作成されたものであり、取り調べにあたった警察官の誘
導尋問の疑いも否定できないが、少なくとも対等な関係のもとで作成されたとは考えにくい。
事実、容疑者である男性は担当の弁護士に対して、「火をつけたと言ったから、家に帰れると
言われた」（「火をつけたと言えば、帰してあげるよ」との意味に解することができる）と供述
している。さらに、普段、接していない人との会話は成立しないと関係者が証言しているにも
かかわらず、供述調書では「刑事さんから諭されたので、本当のことを話すことになりました。
私が火をつけました。」�とされている。弁護団は自白調書の信憑性は認められない、として法
廷の場において全面的に争うことを明らかにしており、最高裁判所がどのような判断を示すか
注目される。
静岡県下で発生した放火・殺人事件の容疑者も中度の知的障害者である。先の事例と同様に

自白調書が唯一の証拠であり、その信憑性が争点になるものと思われる。自白調書の要旨は道
路工事のために生ずる騒音と振動のために精神的に変調を来し、自宅に放火してやけどを負っ
たものの自らは免れたが母親を死に至らしめたとされている。
この男性は知的障害に加えてコミュニケーション障害があり、通常の会話は成立しない状況

である。担当の弁護士は何度かの接見を通して、「彼（容疑者の男性）は上手に自分の過去を話
すことができません。私（弁護士）の質問に断片的にしか答えられませんから聴取する私たちの
方でそれをつなぎとめて理解するというやりとりをたどります。」�とコミュニケーション障害
の実態を明らかにしている。このようなやりとりの中で、この男性は「火が燃えても母親はふ
とんから起き上ろうとしなかったこと、母親を助けてあげたかったこと」�などを語っている。
通常の会話はほとんど不可能という状態にもかかわらず、取り調べの段階では事件の核心に

つい整然と供述したとされている自白調書の内容には不自然さが感じられる。言葉と文字、そ
してコミュニケーションにも深刻な障害が認められるだけに自白調書に対する裁判所の判断が
注目される。

２ 知的障害者観に関する考察

東京都下における放火事件の動機は、自らが通所している授産施設の指導員に恨みを抱き、
復讐の気持ちから同施設の物置に放火したとされるものであり、静岡県下における放火事件の
動機は、自宅下のトンネル工事が長期間にわたって続けられたために、騒音と振動によって精
神的に変調を来して自宅に放火して母親を死にいたらしめたとされるものである。この二つの
事件は物的証拠がなく目撃者もいないにもかかわらず放火容疑で逮捕、起訴されていることで
共通している。
知的障害者は放火や強姦等の犯罪を犯す確立が高いとする学説 もあり、この学説と放火を

自供したとされる二つの事例との間に因果関係を見い出すことができ、そこには知的障害者は
放火の犯罪を犯しやすいという先入観のもとに取り調べが進められたのではないかという疑念
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が残る。知的障害者は放火や強姦等の犯罪を犯す確率が高いとされているが、平成１２年中に新
受刑者として収監された総数は１６，９６５人であり、そのうち放火や強姦罪に問われた者はそれぞ
れ０．０２％程度にすぎない。最も多いのは窃盗（４３．１％）、次いで詐欺（１１％）、傷害（８．２％）の順
であり、この統計上からは必ずしも知的障害者が放火事件を起こす確率が高いとはいえない。
（表・２）

! 結 び

１ 禍根を残した裁判の教訓

知的障害者にとって司法の場におけるバリアの問題は先に取り上げた例だけでなく、戦後史
の中でも何度となく繰り返されてきた。例えば１９４６（昭和２１）年に八丈島で老婦人が殺害された
八丈島事件、１９５４（昭和２９）年に静岡県下で幼児が殺害された島田事件、１９７９（昭和５４）年に千葉

表２ 新受刑者の罪名別知能指数（平成１２年）

罪 名 総 数 ４９以下 ５０～５９ ６０～６９ ７０以上 テスト不能

刑 法 犯
男 １６，２８９ ９８０ １，２５８ ２，１９１ １１，０６９ ７９１

女 ６７６ ７２ ６５ ８３ ３９０ ６６

放 火
男 ２５９ ２３ ３４ ４７ １４５ １０

女 ４８ ８ ３ ６ ３１ ―

住 居 侵 入
男 ４７０ ３５ ４６ ８７ ２８２ ２０

女 ８ １ ― ２ ３ ２

強 制

わ い せ つ

男 ２６２ ２２ １７ ３１ １８０ １２

女 ― ― ― ― ― ―

殺 人
男 ４９４ ４１ ３８ ７１ ３０６ ３８

女 ６４ ３ ５ ８ ４３ ５

傷 害
男 １，３３０ ４６ ７６ １３９ １，０２３ ４６

女 ７ １ ２ ― ３ １

窃 盗
男 ７，０１３ ５７１ ６６３ １，０５５ ４，３８７ ３３７

女 ３０８ ４６ ４０ ３７ １５２ ３３

強 盗
男 ５３４ ２８ ２９ ７４ ３５７ ４６

女 ９ ― ― ― ６ ３

強盗致死傷
男 ５９１ １１ １８ ５６ ４５３ ５３

女 １６ ２ １ ３ ９ １

詐 欺
男 １，７４３ １１９ １７３ ２４１ １，１３１ ７９

女 １３８ １１ １１ ２１ ８６ ９

恐 喝
男 ７９７ １２ ２７ ７１ ６６４ ２３

女 ８ ― ２ １ ４ １

そ の 他 の

刑 法 犯

男 ２，７９６ ７２ １３７ ３１９ ２，１４１ １２７

女 ７０ ０ １ ５ ５３ １１

特 別 法 犯
男 ９，７４１ １８１ ４０８ １，０５３ ７，６６３ ４３６

女 ７９２ １６ ２３ ７５ ６６２ ５６

※法務省『第１０２矯正統計年報』平成１２年より作成。
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県下で小学生が殺害された野田事件等がある。いずれも容疑者として逮捕、起訴されたのは知
的障害者であり、有効な物的証拠も目撃者も存在していない状況のもとで厳しい取り調べが行
われ、殺害の自白調書が作成されたという点において共通している。"そしてその自白や状況
証拠から有罪判決が下されたことはまさに禍根を残した裁判といえるであろう。
最も重要な問題は知的障害者も一般の裁判と同様に扱われ、司法の場において自らの正当性

を主張することができなければ、容疑を容認していると解され、結果として有罪の判決を受け
ているということである。知的障害者にとって司法の場には大きなバリアが存在しており、こ
のバリアについて障害者を支援する団体や個人、あるいは弁護士や研究者も除去のための本格
的な問題提起も運動もしてこなかったことが誤った裁判を繰り返してきた一因といえよう。こ
の教訓を今後に生かすためには、最優先の課題として裁判を受ける権利について規定されてい
る憲法の精神が具体化されなければならない。すなわち前述の第３２条をはじめ「何人も、現行
犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯
罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」とされている第３３条。そして「何人も、
理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘
禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、
直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法定で示されなければならない。」とされている
第３４条。とりわけ多くの知的障害者は弁護人を依頼する知識すら持ち合わせていない場合が多
く、第３４条の内容を現実的かつ具体的に生かすことが禍根を繰り返さないためにはきわめて重
要である。
現実に、知的障害者が被告席に立たされたとき、法定の場において「自分自身を擁護してく

れる人は弁護人ですか、それとも検察官ですか」との問いに対して「おまわりさん」と答える
という例やそれに類似している例は数多く存在しているのである。この実態と憲法が示してい
る理念との間に生じている格差が是正され、整合性が求められなければならない。

２ 米国の動向

１９９２年に障害者に対するすべての差別を禁止した「障害をもつアメリカ国民法」（ADA :

Americans with Disabilities Act）が制定された。以後、米国では司法の場における知的障害者の
人権擁護が確実に進められている。
例えばイリノイ州では、検察局に老人・障害者部が設置されており、知的障害者の事件に５

人の専任検事が配置されることになっている。さらに７０人以上のスタッフが障害者に裁判の説
明やカウンセリング、公判への付き添い等の援助もしている。また、大学等の研究機関も重要
な役割を果たしており、イリノイ州立大学では「障害者が法の下で平等に扱われること」を研
究テーマとして、警察官の知的障害者に対する意識を高めるためのカリキュラム作りに取り組
んでいる。
このような経過から１９９０年代後半になるとイリノイ州には知的障害者に関わる専門の刑事や

検察官が誕生し、知的障害者が刑事事件の被害者や加害者になったとき、障害の特性に配慮し
た捜査や裁判が行われるようになってきている。#司法の場に存在していた知的障害者にとっ
てのバリアが低くなっているばかりでなく、根底から除去されつつあるところに先進性を見る
ことができる。
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３ 我が国の動向

知的障害に限らず、身体障害や精神障害をも含めて我が国には障害を持つ人の権利を認める
法律は制定されていない。このため障害当事者をはじめ各種の団体や個人においても差別禁止
法の制定を求める動きが活発化してきている。例えば１９９４（平成６）年に設立された「子どもの
権利・市民オンブズマン」$や２００１（平成１３）年８月に設立された「知的障害者人権センター」%

等において差別禁止法の制定要求や司法の場におけるバリアフリーに向けた具体的な取り組み
を見ることができる。この中でも特に「知的障害者人権センター」が設立集会において、「私
たちは、この社会で差別と抑圧から多くの知的障害をもつ人たちが『犯罪者化』されて、刑務
所や少年院等に入れられているという現実を直視せず、眼と耳をふさぎ、結果的になんらの支
援もせずに切り捨ててきたのではないか、という疑念が強くあります。あえて知的障害者と犯
罪の領域に踏み込むことで、私たち自身のこれまでのあり方を問い、課題と責任を明らかにし
たい」と運動の具体的な目標について明言していることは注目に値する。また、個人の立場か
らも「障害を持つ人に対する差別禁止法」が提唱されており&、司法の場におけるバリアフリ
ーへの始動と見ることができる。
全国に２７００の支部を持ち、約３２万人の会員で組織されている全日本手をつなぐ育成会からは

『知的障害のある人を理解するために』という小冊子が出されている。この冊子は全国の公的
機関や公共施設を中心に配布されているものであるが、特にすべての警察署に配布されている
ことは前例のない試みである。知的障害を持つ人の特徴について簡潔かつ明瞭に述べられてお
り、中でも前文において、「知的障害のある人が犯罪の被害者になったり、事故やトラブルに
あって傷つくケースが多発しています。ところが、社会ではそのことがよく知られていません。
知的障害のある人は傷つけられながらも、助けを求めたり、誰かに訴えることができないでい
ます。知的障害のある人はどんな被害にあっているのか、なぜ被害を訴えることができないの
か、被害にあったときにはどこに相談すればいいのか、どうすれば知的障害のある人を守り、
被害救済ができるのか、知ってください。物事を理解したり表現する力が弱いこともあります
が、彼らは豊かなものをたくさんもっていますし、いろいろな形で社会に貢献しています。家
族や仲間にとってはとても大事な存在です。そしてもちろん、どんな人も人間として尊重され、
犯罪の被害にあわずに幸福に暮らす権利があります。」'知的障害者が警察官によって補導され
たり事情聴取を必要とする場合に備えて、知的障害の一般的な理解と言動の特徴について具体
的に解説されている点において画期的である。
日本自閉症協会東京都支部からは『アスペルガー症候群を知っていますか？』という小冊子

が出されている。アスペルガー症候群という障害は知的障害とは異なるが、言語面の発達地帯
や対人関係を維持することが困難な点においては共通している。言語面の特徴については次の
ように説明されている。「よくしゃべるし、難しい言葉も知っているので、表現力も言葉を理
解する能力も高いのだろうと思われがちです。アスペルガー症候群の子どもも大人も自分の考
えていることを概念化することがとても難しいようです。例えば、誰かの手助けが必要だ、と
いった簡単なことも言葉として表現することができないことがあります。手伝って、教えて、
わからない、などの援助を求める言葉がすぐには出てこないのです。たとえ語彙が豊富でスム
ーズにしゃべることができる人でも感情や情緒についての会話を理解したり、そのような話題
について自分の意見を語ることがとても難しいのです。」(このような障害の特性は広く理解さ
れなければならないが、とりわけ司法の関係者には必要である。
先に示した事例に見られるように、知的障害者が被害者の場合は証言内容に整合性がなく、
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情景描写にも具体性を欠くとして却下され、加害者とされた場合は同様の理由から有罪判決を
受ける結果となっている。この司法の場における矛盾の連鎖を断ち切ることが知的障害者の裁
判を受ける権利の保障につながる。
知的障害者の裁判を受ける権利とそこに存在しているバリアの問題について論じてきたが、

近年、広汎性発達障害によると思われる痛ましい事件が相次いで発生し、社会的な注目と関心
を集めている。例えば、愛知県下で発生した少年による主婦殺害事件（２０００年）、東京都下で発
生した女子短大生殺害事件（２０００年）、長崎県下で発生した中学生による幼児殺害事件（２００３年）
等である。この中にはすでに裁判所の判断が下されたものも含まれているが、広汎性発達障害
と責任能力の問われ方については別稿にゆずることとしたい。

IT（Information Technology）の普及により各種の情報発信や受信が格段に進歩している今日、
障害の特性に関する情報の伝達も重要さを増してきており、今後より一層の充実が求められる。
この場合、個々の障害者の人権が何よりも尊重されなければならないことは当然である。
最後に、知的障害者に対するバリアフリーは単に建物や道路等の構築物を整備することだけ

に留まらず、基本的人権としての裁判を受ける権利の保障も重要なバリアフリーであることを
銘記しておきたい。
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